
(ただし、所得水準を超過した場合でも１年以内であれば対象とする)



個別に面接を行い、本人の生活状況、就業への意欲
などを聞き取り、個々のケースに応じた支援メニューを
組み合わせた自立支援プログラムを策定します。策定し
たプログラムに沿って、ハローワーク等の関係機関と密
に連携し、きめ細かな支援を行います。
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